
区外に住民登録のある父母等が児童
手当を受給している

千代田区から、児童手当・特例給付を受給している

児童手当制度改正【フローチャート】

ＮＯ

住民登録の
ある自治体
の児童手当
担当部署へ
お問合せく
ださい。

ＹＥＳ

YES

手続き
不要です

ＮＯ

ＮＯ

ＹＥＳ

所属庁から
児童手当を
受給します。
所属庁へお
問合せくだ
さい。

ＹＥＳ

ＮＯ

主たる養育者の住民登録が区外にある

（ケース２）
多子加算を受けるためには、
「監護相当・生活・生計費
の負担についての確認書」

の提出が必要です。
※確認書はHPよりダウン

ロード可能

19～22歳までの経済的負担のある子
からカウントして、18歳以下の児童

が第３子以降に該当する

千代田区から次世代育成手当を受給
している

（所得超過・年齢到達）

（ケース３）
子育て推進課
へお問合せく
ださい。

(ケース1)
児童手当の新規申請が
必要です。期限まで申
請してください。

主たる養育者が公務員である

ＮＯ

YES

ＮＯ

YES


